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新規感染者数は減少、各地の規制は緩和

• 北部ハイズオン省を中心に2021年1月下旬から市中感染が広がっていたが、感染
者の減少に伴い、各地の外出制限措置も緩和に向かっている。

• 一方、不法入国者の感染が発覚し、市中感染を警戒する動きもある。
• ベトナムへの入国に関する情報は在ベトナム日本国大使館のページを参照。

ベトナム：ビジネス活動正常化に向けた基本情報 （2021年4月12日時点）

経済活動の状況

主要規制・制限および再開状況

• ホーチミン市は2021年3月19日から、ハノイ市は23日から、
バー、カラオケ、ディスコを含む全てのサービス業の営業再開を許
可。

• 累計感染者数が最も多い北部ハイズオン省でも、4月1日より
省内全域で首相決定19号に基づく制限措置を解除。学校な
どが再開した。

• ベトナム政府は2021年3月8日より、医療従事者を中心に新
型コロナ対応ワクチンの接種を開始。

• 政府は、ワクチンパスポートについてワクチンの安全性や効果を
評価した後に導入する方針で検討中。

現地産業・企業の動き

• 2020年のGDP成長率は前年比2.91％、プラス成長を維持
した（ビジネス短信）。2021年第1四半期（1～3月）の
GDP成長率は、前年同期比4.48％となった（ビジネス短
信）。

• 2020年の貿易（税関総局）は、輸出額が前年比7.0％増
の2,826億5,500万ドル、輸入額が3.7％増の2,627億100
万ドル。コンピュータ電子製品・同部品の輸出入は好調を維持
した一方、縫製品、履物の輸出および織布・生地の輸入は減
少した。4月と5月は輸出入ともに大きく落ち込んだが、6月以
降は復調傾向（ビジネス短信）。

• 2020年の対ベトナム直接投資（認可ベース、12月20日時
点の速報値、出資・株式取得を除く）は、新規・拡張の合計
で3,663件（前年比32.8％減）、認可額は210億6,090
万ドル（9.9％減）だった（ビジネス短信）。

• 地域によっては、テト（旧正月）休暇の移動を制限したため、
旅行業への打撃が出ている。

日本人の入国 条件付きで可

外務省渡航情報

感染症危険情報：レベル2
（不要不急の渡航は止めてください。）

制限措置概要

• ベトナム政府は2020年3月22日より、原則全て
の外国人の入国を停止。

• ベトナム政府の承認のもと、企業関係者などの入
国は認められるが、医療申告やPCR検査、隔離
などが求められる。詳細は在ベトナム日本国大使
館のページを参照。

空港 稼働中

日本からの直行便

• 日本からベトナムへの定期運航便の再開が提案
されているが、実際に再開される時期は未定。

• 両国政府承認のもと特別便の運航はあり。

感染者数／1日* 9人（微増）

累計死亡者数 35人

死亡者数／100万人 0人

活動制限 地域ごとにあり

実施主体

ベトナム政府、省・市の人民委員会

具体的制限

• 集団感染が確認された地区では、外出制限措
置を実施。感染者との接触者は原則14日間の
隔離が要請される。

• 感染予防策（マスク、消毒、間隔、大勢で集ま
らない、健康申告）を引き続き実施。

日本人学校

2021年2月中は休校・オンライン授業となっていたが、
ホーチミン市内の学校は、3月1日に再開。ハノイ市
内の学校は3月2日に再開。

出所：WHO(*2021年4月5日～11日の平均)
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現地日系企業の活動状況

ジェトロからのお知らせ

ベトナム：ビジネス活動正常化に向けた基本情報

経済支援策 支援概要

税金および土地賃貸料の支
払期限延長

付加価値税、法人税、土地賃貸料について、支
払期限の5か月間延長を認めた。

法人税の30％軽減 2020年の売上高が2,000億ドン（約9億
2,000万円）以下の企業の法人税を30％減額。

2020年10～12月の電気料
金を一部減免

旅行宿泊施設および流通在庫を抱える倉庫は、
通常の商業向けの電気料金ではなく、安価に設
定されている⼯業向けのものが適⽤される。

現地政府の企業支援策（進出日系企業を対象に含むもの）

現地日系企業の抱える課題

操業状況

• 首相指示5号（5／CT-TTg、2021年1月28日付）を受けて、各地の人民委員
会が状況に応じて制限措置を実施。北部の感染地域およびその周辺では、隔離措
置適⽤のため、出社できない従業員が出るなど、影響が出た。特にハイズオン省は外
出制限措置の対象となり、多くの企業の操業に支障が生じた。

• ハイズオン省やハノイ市、フンイエン省の日系企業内で感染者が発覚。該当企業と取
引のある日系企業では、会社負担でPCR検査を実施するなどの動きが出ている。従
業員の中に、感染者または感染の疑いがある者が出てしまうと、稼働できなくなるリスク
があるため、慎重な対応をとる企業が多い。

サプライチェーン、物流への影響

• 航空便の減少や海運コンテナの不足による物流コストの上昇や遅延が見られる。
• ハイズオン省内の企業は、新型コロナ対策の規制により、2021年2月中はほとんど稼
働できず、部品供給のサプライチェーンに影響が出た。その結果、ハイズオン省からの部
品を調達できず、同省以外に立地する企業でも生産ラインを止めざるを得ないケース
があった。

現在抱える課題、懸念

• 入国制限措置が続いており、駐在員の交替の遅延に加え、保守・メンテナンス従事者
の派遣、新規設備導入や営業の支援などの大きな障害になっている。

• 隔離期間短縮の方針や短期出張者に対する隔離措置免除のガイダンスが発表され
たが、実際にどの程度申請が認められるか、どの程度ベトナムでの活動が制限されるか
など、運⽤面が一律に定まっていない状況。

• ハノイ市は入国者への隔離期間を14日間から21日間に延長。これを受け、新たな入
国者を抱える企業は、計画の見直し、追加費⽤への対応を迫られていた。一方、2月
8日付の首相の指示文書を受け、隔離期間は原則14日間に戻った模様。
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新型コロナウィルス相談窓口

TEL :03-3582-5651

【特集 新型コロナウイルス感染拡大の

影響】

https://www.jetro.go.jp/world/covid-19

（海外）
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ジェトロ・ハノイ事務所では、メールマガジン「JETRO Vietnam Newsletter」を月
1～2回配信しています。以下URLよりご登録いただけます。
https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/vn_hanoi/mail/
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